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令和3年2月号　ＮＯ.1257令和3年2月号　ＮＯ.1257

ツイッターホームページ

Vリーグ開幕

鳥栖市

緒方孝市ベースボールクリニック開催（24ページに関連記事）

「日々の積み重ねが、
   結果につながる」

2月下旬に市ホームページのリニューアルを予定しています。リニューアル以降は、市ホームページのURLが変わりますので、ご了承ください。



　毎年、まちづくり推進センターや市民文化会館で確定申告を受け付けていますが、新型コロナウイルス感
染防止のため、会場では「検温」「アルコール消毒」「換気」などの対策を行います。
　会場が密状態にならないよう、入場制限数に達した場合は、受付後、一旦帰宅していただき、お伝えする
時間に改めてのご来場をお願いします。なお、申告会場の混雑状況は、市ホームページから「混雑ランプ」で
確認できます。詳しくは、13ページをご覧ください。
　また、会場内外の混雑防止のため、施設内や駐車場での待機はお控えください。
　これまでの確定申告と異なり、皆さまに不自由をおかけしますが、感染防止のため、ご理解とご協力をお願
いします。
　なお、以下に記載していますとおり、郵送による確定申告や電子申告もご利用ください。

確定申告会場には、毎年多くの皆さんが来場されます。新型コロナウイルス感染防止のため、ご理解とご協力をお願いします。
感染リスク回避のため、郵送による申告や電子申告のご利用をお願いします。

　確定申告書の作成は、自宅などから国税庁
ホームページ（https://www.e-tax.nta.go.
jp/kojin.html）の「確定申告書作成コーナ
ー」を利用できます。

◆問い合わせダイヤル
・ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク　☎ 0570-01-5901
・ マイナンバー総合フリーダイヤル　　☎ 0120-95-0178

◆ 検温・手洗い・マスクの着用をお願いします。
◆ 今回の申告相談では事前受付はしません。
◆ 待合席数を縮小します。
◆ 入場制限をかける場合があります。
◆ 出入口や窓を開放し換気を行います。
◆ 机や椅子などを定期的に消毒します。
◆ 仕切り（パーテーション）を設置します。

　所得税の確定申告で次に該当するものは、鳥栖税務
署で申告してください。
①新規に住宅借入金等特別控除を受けようとする人
②土地建物・株式などの譲渡所得がある人
③青色申告の人
④雑損控除を申告する人
⑤亡くなった人の申告　
⑥令和元年分以前（複数年の場合も含む）の申告

　次にあてはまる人は、収支内訳書を申告書と一緒に
提出してください。
①飲食店、保険外交員などの営業所得がある人
②農業所得がある人(委託料収入も含む)
③ アパート、駐車場などの不動産所得がある人

必要書類の準備が不十分な場合、受け付けをお断りします。

◆ 発熱など、体調不良の人は来場を控えてください。
◆ 検温・手洗い・マスクの着用にご協力ください。
◆ 来場する人は必要最小限でお願いします。
◆ 待ち時間が長くなる場合、一旦帰宅してください。
◆ 会場での不要な会話や接触はお控えください。
◆ 申告が終わったら速やかに帰宅してください。
◆ 常時換気しますので、防寒対策をお願いします。

確定申告 申告期間は2月16日（火）～3月15日（月）

新型コロナウイルス感染防止にご協力をお願いします

税務課  　　☎85-3588  〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対策と申告会場に来場する皆さまへお願い

電子申告（e-Tax）による確定申告

申告会場での感染症対策 会場に来場する皆さまへのお願い

申告会場に来場する前に必ず確認をお願いします

市の申告会場では受け付けできない申告

医療費控除を受ける場合は必ず「医療費控除の明細書」を提出してください

申告に必要な書類は事前に作成してください

　確定申告書を郵送で提出する場合は、鳥栖税務署
に郵送してください。
◆郵送・問い合わせ先
〒841-8601 鳥栖市秋葉町3丁目12の2
　　　　　  鳥栖税務署　☎82-2185

　申告会場では、新型コロナウィルス感染防止のため、入場時に、検温を受けていただきます。なお、発熱や咳などの症
状がある場合や倦怠感がある人、体調がすぐれない人は来場をお控えください。
　会場の混雑を避けるため、また、速やかな申告受付のため、以下に記載する「市の申告会場では受け付けできない申
告」「必要書類の事前作成がなされていないもの」については、受け付けをお断りします。

市税務課が開設する申告会場（受付時間 ８時３０分～１５時）
　新型コロナウイルス感染防止のため、これまで申告会場に事前に設置していました受付簿は廃止します。各会場の
初日は大変混雑しますので、来場時間を分散していただきますようご協力をお願いします。また、郵送による申告や電子
申告もご利用ください。状況により、申告会場の変更や申告相談を中止する場合もあります。なお、申告相談期間中は、
市役所税務課窓口での申告相談や申告書作成の受け付けはできません。

　医療費控除を受ける場合は、受診した人・病院ごとにまとめた「医療費控除の明細書」の添付が必要です(令和2年1
月1日から令和2年12月31日までに支払った医療費に限る)。事前にご準備いただき、申告会場に持参し
てください。「医療費控除の明細書」は市役所税務課や税務署の窓口のほか、国税庁のホームページか
らダウンロードできます。なお、医療費の領収書はご自身で５年間保管してください。必要に応じて提出（提
示）いただく場合があります。

　市県民税の申告は郵送でも受け付けしています。 鳥
栖市公式ホームページ（https://www.city.tosu.lg.j
p/1520.htm）に市県民税申告書を掲載し
ておりますので、ご利用ください。詳しくは税
務課市民税係に問い合わせください。

郵送による申告
確定申告 市県民税の申告

国税庁ホームページ国税庁ホームページ

国税庁ホームページ国税庁ホームページ

市ホームページ市ホームページ
市県民税の申告
3月16日(火)・17日(水)
市役所2階第２会議室

※所得税の確定申告受付は
　できません

若葉まちづくり推進センター
２月16日（火）・17日（水）
神辺町･萱方町･浅井町・古賀町・河内町

田代まちづくり推進センター
2月24日（水）・25日（木）
田代昌町・田代新町・田代上町・田代外町・田代大官町・田代
本町・永吉町・加藤田町・今町・柚比町・弥生が丘1～8丁目

旭まちづくり推進センター
3月4日（木）・5日（金）・8日（月）
江島町・村田町・西新町・儀徳町・前田町・幸津町・下野町・
三島町・西田町・あさひ新町・立石町桟敷団地

基里まちづくり推進センター
2月26日（金）、3月1日（月）
酒井西町・酒井東町・曽根崎町・水屋町・飯田町・原町・
姫方町・幡崎町・桜町・松原町

鳥栖まちづくり推進センター
3月2日（火）・3日（水）
轟木町・藤木町・今泉町・真木町・高田町・安楽寺町

麓まちづくり推進センター
2月18日(木)・19日（金）・22日（月）
蔵上町・蔵上1～4丁目・養父町・牛原町・山浦町･桜ヶ丘町・
山都町・原古賀町・平田町・立石町

市民文化会館3階研修室（１）（２）
3月9日（火）～15日（月）※土・日曜日を除く
元町・秋葉町・東町・本通町・京町・本町・本鳥栖町・布津原
町・宿町・鎗田町・土井町・古野町・大正町
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　毎年、まちづくり推進センターや市民文化会館で確定申告を受け付けていますが、新型コロナウイルス感
染防止のため、会場では「検温」「アルコール消毒」「換気」などの対策を行います。
　会場が密状態にならないよう、入場制限数に達した場合は、受付後、一旦帰宅していただき、お伝えする
時間に改めてのご来場をお願いします。なお、申告会場の混雑状況は、市ホームページから「混雑ランプ」で
確認できます。詳しくは、13ページをご覧ください。
　また、会場内外の混雑防止のため、施設内や駐車場での待機はお控えください。
　これまでの確定申告と異なり、皆さまに不自由をおかけしますが、感染防止のため、ご理解とご協力をお願
いします。
　なお、以下に記載していますとおり、郵送による確定申告や電子申告もご利用ください。

確定申告会場には、毎年多くの皆さんが来場されます。新型コロナウイルス感染防止のため、ご理解とご協力をお願いします。
感染リスク回避のため、郵送による申告や電子申告のご利用をお願いします。

　確定申告書の作成は、自宅などから国税庁
ホームページ（https://www.e-tax.nta.go.
jp/kojin.html）の「確定申告書作成コーナ
ー」を利用できます。

◆問い合わせダイヤル
・ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク　☎ 0570-01-5901
・ マイナンバー総合フリーダイヤル　　☎ 0120-95-0178

◆ 検温・手洗い・マスクの着用をお願いします。
◆ 今回の申告相談では事前受付はしません。
◆ 待合席数を縮小します。
◆ 入場制限をかける場合があります。
◆ 出入口や窓を開放し換気を行います。
◆ 机や椅子などを定期的に消毒します。
◆ 仕切り（パーテーション）を設置します。

　所得税の確定申告で次に該当するものは、鳥栖税務
署で申告してください。
①新規に住宅借入金等特別控除を受けようとする人
②土地建物・株式などの譲渡所得がある人
③青色申告の人
④雑損控除を申告する人
⑤亡くなった人の申告　
⑥令和元年分以前（複数年の場合も含む）の申告

　次にあてはまる人は、収支内訳書を申告書と一緒に
提出してください。
①飲食店、保険外交員などの営業所得がある人
②農業所得がある人(委託料収入も含む)
③ アパート、駐車場などの不動産所得がある人

必要書類の準備が不十分な場合、受け付けをお断りします。

◆ 発熱など、体調不良の人は来場を控えてください。
◆ 検温・手洗い・マスクの着用にご協力ください。
◆ 来場する人は必要最小限でお願いします。
◆ 待ち時間が長くなる場合、一旦帰宅してください。
◆ 会場での不要な会話や接触はお控えください。
◆ 申告が終わったら速やかに帰宅してください。
◆ 常時換気しますので、防寒対策をお願いします。

確定申告 申告期間は2月16日（火）～3月15日（月）

新型コロナウイルス感染防止にご協力をお願いします

税務課  　　☎85-3588  〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対策と申告会場に来場する皆さまへお願い

電子申告（e-Tax）による確定申告

申告会場での感染症対策 会場に来場する皆さまへのお願い

申告会場に来場する前に必ず確認をお願いします

市の申告会場では受け付けできない申告

医療費控除を受ける場合は必ず「医療費控除の明細書」を提出してください

申告に必要な書類は事前に作成してください

　確定申告書を郵送で提出する場合は、鳥栖税務署
に郵送してください。
◆郵送・問い合わせ先
〒841-8601 鳥栖市秋葉町3丁目12の2
　　　　　  鳥栖税務署　☎82-2185

　申告会場では、新型コロナウィルス感染防止のため、入場時に、検温を受けていただきます。なお、発熱や咳などの症
状がある場合や倦怠感がある人、体調がすぐれない人は来場をお控えください。
　会場の混雑を避けるため、また、速やかな申告受付のため、以下に記載する「市の申告会場では受け付けできない申
告」「必要書類の事前作成がなされていないもの」については、受け付けをお断りします。

市税務課が開設する申告会場（受付時間 ８時３０分～１５時）
　新型コロナウイルス感染防止のため、これまで申告会場に事前に設置していました受付簿は廃止します。各会場の
初日は大変混雑しますので、来場時間を分散していただきますようご協力をお願いします。また、郵送による申告や電子
申告もご利用ください。状況により、申告会場の変更や申告相談を中止する場合もあります。なお、申告相談期間中は、
市役所税務課窓口での申告相談や申告書作成の受け付けはできません。

　医療費控除を受ける場合は、受診した人・病院ごとにまとめた「医療費控除の明細書」の添付が必要です(令和2年1
月1日から令和2年12月31日までに支払った医療費に限る)。事前にご準備いただき、申告会場に持参し
てください。「医療費控除の明細書」は市役所税務課や税務署の窓口のほか、国税庁のホームページか
らダウンロードできます。なお、医療費の領収書はご自身で５年間保管してください。必要に応じて提出（提
示）いただく場合があります。

　市県民税の申告は郵送でも受け付けしています。 鳥
栖市公式ホームページ（https://www.city.tosu.lg.j
p/1520.htm）に市県民税申告書を掲載し
ておりますので、ご利用ください。詳しくは税
務課市民税係に問い合わせください。

郵送による申告
確定申告 市県民税の申告

国税庁ホームページ国税庁ホームページ

国税庁ホームページ国税庁ホームページ

市ホームページ市ホームページ
市県民税の申告
3月16日(火)・17日(水)
市役所2階第２会議室

※所得税の確定申告受付は
　できません

若葉まちづくり推進センター
２月16日（火）・17日（水）
神辺町･萱方町･浅井町・古賀町・河内町

田代まちづくり推進センター
2月24日（水）・25日（木）
田代昌町・田代新町・田代上町・田代外町・田代大官町・田代
本町・永吉町・加藤田町・今町・柚比町・弥生が丘1～8丁目

旭まちづくり推進センター
3月4日（木）・5日（金）・8日（月）
江島町・村田町・西新町・儀徳町・前田町・幸津町・下野町・
三島町・西田町・あさひ新町・立石町桟敷団地

基里まちづくり推進センター
2月26日（金）、3月1日（月）
酒井西町・酒井東町・曽根崎町・水屋町・飯田町・原町・
姫方町・幡崎町・桜町・松原町

鳥栖まちづくり推進センター
3月2日（火）・3日（水）
轟木町・藤木町・今泉町・真木町・高田町・安楽寺町

麓まちづくり推進センター
2月18日(木)・19日（金）・22日（月）
蔵上町・蔵上1～4丁目・養父町・牛原町・山浦町･桜ヶ丘町・
山都町・原古賀町・平田町・立石町

市民文化会館3階研修室（１）（２）
3月9日（火）～15日（月）※土・日曜日を除く
元町・秋葉町・東町・本通町・京町・本町・本鳥栖町・布津原
町・宿町・鎗田町・土井町・古野町・大正町
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　以下に該当する人は、所得税の確定申告が必要です。
①営業所得、農業所得、不動産所得がある人
②給与所得がある、次に該当する人
　・給与収入が2,000万円を超える人
　・給与以外の所得が20万円を超える人
　・２カ所以上から給与をもらっている人
③ 公的年金等がある、次に該当する人
　・公的年金等の収入金額が400万円を超える人
 　(複数の年金を受給の場合は、その合計額)
　・公的年金等以外に20万円を超える所得がある人
④譲渡所得がある人
　・土地、建物、株式などを売却した人
⑤その他の所得がある、次に該当する人
　・各種所得の合計額が、所得控除の合計額を超える人
　※個人年金、保険の満期金・解約金、売電収入など
　　も課税の対象になります。
⑥所得税の還付を受けることができる人
⑦新規に住宅借入金等特別控除の適用を受ける人

　以下に該当する人は、市県民税の申告が必要です。
①令和3年1月1日現在、鳥栖市内に住所があり、令和2
　年中に収入があった人。ただし、次に該当する場合は
　市県民税の申告は不要です。
　（１）所得税の申告をした人
　（２）給与以外に収入がなく、勤務先から市役所に給
　　  与支払報告書が提出されている人
　（３）公的年金等以外に収入がない人
　　 ※申告が不要な人でも、各種所得控除を受けるた      
       めには申告が必要です。
②特定株式等の譲渡・配当所得がある人で、所得税と
　市県民税で異なる課税方式を選択する人
　※住民税の納税通知書の発送までに申告書を提出
　　する必要があります。（給与天引の人：５月上旬、そ
　　れ以外の人：６月上旬）
③国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入してい
　る人
　※収入がない人でも保険税(保険料)算定のため、申
　　告が必要です。
　※国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入して
　　いる人は、4月15日(木)が申告期限です。

申告が必要な人

日時

所得税の申告

マイナンバーカードを使って送信 IDとパスワードで送信

配布方法 入場方法

市県民税の申告

①印鑑（シャチハタ不可）
②収入に関する資料
　・源泉徴収票(給与収入や公的年金等収入がある人)
　・収支内訳書(営業、農業、不動産の収入がある人)
　・報酬、個人年金、保険の満期金の支払い明細書など
③控除に関する資料
　・社会保険料控除証明書
　・生命保険、地震保険などの控除証明書
　・その他控除（医療費など）のための資料
④マイナンバーカード

※還付申告は、振込先の口座番号が必要です。
※口座振替は、口座番号と通帳印が必要です。

　去年の申告会場で申告書を提出した人は、税務署か
ら「確定申告のお知らせ」が送付されますので持参して
ください。「確定申告のお知らせ」は１月１５日（金）に鳥
栖税務署から発送予定です。
　「確定申告のお知らせ」について不明な点は、鳥栖
税務署（☎82-2185）に問い合わせください。

◆「確定申告のお知らせ」（はがき）について

申告に必要なもの

鳥栖税務署でのマイナンバーカード申請コーナー

　確定申告は、申告会場だけでなく電子申告（e-Tax）や郵送による申告が可能です。
　混雑する会場へ出向く必要がないため、積極的に利用をお願いします。

　国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」では、税務署に出向かずに、パソコンやスマートフォンから
確定申告書をe-Taxで送信（提出）できます。

用意するものは、次の2つ!
・マイナンバーカード
・ＩＣカードリーダライタまたは、マイナンバーカード   
 読み取り対応のスマートフォン

・各会場で当日配布
・LINEアプリによる事前発行

・日時を記載した入場整理券の提示
・日時を表示したLINE画面の提示

・「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」の発行を希望す
る場合は、申告する本人が顔写真付きの本人確認書類
を持参のうえ、鳥栖税務署までお越しください。

２月１６日（火）～３月１５日（月）　※土・日曜日、祝日は除く

受付時間 9時～16時

対象地域 市内全域

期間 ２月１６日（火）～１9日（金）

受付時間 10時～16時

内容 カードの申請に必要な写真撮影をします。申請手続きを完了までサポートします。

令和2年分の確定申告について
鳥栖税務署からのお知らせ

パソコン・スマホから確定申告!

　令和2年分の確定申告会場は、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開設します。確定申告会場の
混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。

◆指定された入場時間内に来場をお願いします。
◆入場整理券の配布状況に応じて、早めに受付を終了し、後日の来場をお願いする場合があります。

確定申告会場（鳥栖税務署)への来場を予定している人へ

鳥栖税務署  ☎82-2185  〒841-8601 鳥栖市秋葉町3丁目12の2問い合わせ

42021.2



5 2021.2

　以下に該当する人は、所得税の確定申告が必要です。
①営業所得、農業所得、不動産所得がある人
②給与所得がある、次に該当する人
　・給与収入が2,000万円を超える人
　・給与以外の所得が20万円を超える人
　・２カ所以上から給与をもらっている人
③ 公的年金等がある、次に該当する人
　・公的年金等の収入金額が400万円を超える人
 　(複数の年金を受給の場合は、その合計額)
　・公的年金等以外に20万円を超える所得がある人
④譲渡所得がある人
　・土地、建物、株式などを売却した人
⑤その他の所得がある、次に該当する人
　・各種所得の合計額が、所得控除の合計額を超える人
　※個人年金、保険の満期金・解約金、売電収入など
　　も課税の対象になります。
⑥所得税の還付を受けることができる人
⑦新規に住宅借入金等特別控除の適用を受ける人

　以下に該当する人は、市県民税の申告が必要です。
①令和3年1月1日現在、鳥栖市内に住所があり、令和2
　年中に収入があった人。ただし、次に該当する場合は
　市県民税の申告は不要です。
　（１）所得税の申告をした人
　（２）給与以外に収入がなく、勤務先から市役所に給
　　  与支払報告書が提出されている人
　（３）公的年金等以外に収入がない人
　　 ※申告が不要な人でも、各種所得控除を受けるた      
       めには申告が必要です。
②特定株式等の譲渡・配当所得がある人で、所得税と
　市県民税で異なる課税方式を選択する人
　※住民税の納税通知書の発送までに申告書を提出
　　する必要があります。（給与天引の人：５月上旬、そ
　　れ以外の人：６月上旬）
③国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入してい
　る人
　※収入がない人でも保険税(保険料)算定のため、申
　　告が必要です。
　※国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入して
　　いる人は、4月15日(木)が申告期限です。

申告が必要な人

日時

所得税の申告

マイナンバーカードを使って送信 IDとパスワードで送信

配布方法 入場方法

市県民税の申告

①印鑑（シャチハタ不可）
②収入に関する資料
　・源泉徴収票(給与収入や公的年金等収入がある人)
　・収支内訳書(営業、農業、不動産の収入がある人)
　・報酬、個人年金、保険の満期金の支払い明細書など
③控除に関する資料
　・社会保険料控除証明書
　・生命保険、地震保険などの控除証明書
　・その他控除（医療費など）のための資料
④マイナンバーカード

※還付申告は、振込先の口座番号が必要です。
※口座振替は、口座番号と通帳印が必要です。

　去年の申告会場で申告書を提出した人は、税務署か
ら「確定申告のお知らせ」が送付されますので持参して
ください。「確定申告のお知らせ」は１月１５日（金）に鳥
栖税務署から発送予定です。
　「確定申告のお知らせ」について不明な点は、鳥栖
税務署（☎82-2185）に問い合わせください。

◆「確定申告のお知らせ」（はがき）について

申告に必要なもの

鳥栖税務署でのマイナンバーカード申請コーナー

　確定申告は、申告会場だけでなく電子申告（e-Tax）や郵送による申告が可能です。
　混雑する会場へ出向く必要がないため、積極的に利用をお願いします。

　国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」では、税務署に出向かずに、パソコンやスマートフォンから
確定申告書をe-Taxで送信（提出）できます。

用意するものは、次の2つ!
・マイナンバーカード
・ＩＣカードリーダライタまたは、マイナンバーカード   
 読み取り対応のスマートフォン

・各会場で当日配布
・LINEアプリによる事前発行

・日時を記載した入場整理券の提示
・日時を表示したLINE画面の提示

・「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」の発行を希望す
る場合は、申告する本人が顔写真付きの本人確認書類
を持参のうえ、鳥栖税務署までお越しください。

２月１６日（火）～３月１５日（月）　※土・日曜日、祝日は除く

受付時間 9時～16時

対象地域 市内全域

期間 ２月１６日（火）～１9日（金）

受付時間 10時～16時

内容 カードの申請に必要な写真撮影をします。申請手続きを完了までサポートします。

令和2年分の確定申告について
鳥栖税務署からのお知らせ

パソコン・スマホから確定申告!

　令和2年分の確定申告会場は、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開設します。確定申告会場の
混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。

◆指定された入場時間内に来場をお願いします。
◆入場整理券の配布状況に応じて、早めに受付を終了し、後日の来場をお願いする場合があります。

確定申告会場（鳥栖税務署)への来場を予定している人へ

鳥栖税務署  ☎82-2185  〒841-8601 鳥栖市秋葉町3丁目12の2問い合わせ
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人事行政の運営等の状況
人事行政の運営等の状況

１　職員の任免及び職員数に関する状況

（１）採用者数及び退職者数の状況
　　（令和元年度退職者数及び令和2年4月1日採用者数）

一般行政職
技能労務職

合計

区分
退職者数 採用者数

定年 勧奨 その他 計 大学卒 短大・
高校卒 計

16
0

16

2
0
2

18
0

18

10
1

11

0
0
0

7
0
7

17
1

18

単位：人

（3）地位別職員数の状況 単位：人

（2）年齢別職員構成の状況（令和2年４月１日現在）

（令和2年度は４月１日現在）

職員数

区分

0 18 39 66 37 25

20歳
未満

20歳～
23歳

24歳～
27歳

28歳～
31歳

32歳～
35歳

36歳～
39歳

単位：人

60 58 62 49 30 5 449

40歳～
43歳

44歳～
47歳

48歳～
51歳

52歳～
55歳

56歳～
59歳

60歳
以上 合計

２　職員の勤務時間その他勤務条件の状況

●一般の職員

平均取得日数(b)/(c) 消化率(b)/(a)

9.6日 24.9％

（平成31年４月1日～令和2年３月31日）

349人 61,152時間 175時間

対象職員数 時間外勤務等
時間数

平均時間外
勤務時間数

（１）勤務時間

（２）年次有給休暇の取得状況

（３）時間外勤務等の状況

総付与日数(a) 総取得日数(b) 全対象職員数(c)

　14,686日 3,651.9日 379人

（平成31年1月1日～令和元年12月31日）

※全対象職員数とは平成31年１月１日から令和元年12月31日の全期間
に在職した職員に限り、この期間の中途に採用された職員、退職した職員、
また、この期間中に育児休業、休職の事由がある職員、派遣職員を除く。

●保育所の職員

１週間の正規
勤務時間

１日の正規
勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間

38時間45分 ７時間45分

7時00分 15時45分
８時00分 16時45分
8時30分 17時15分
９時00分 17時45分
９時15分 18時00分
10時15分 19時00分

勤務時間
の中途に
１時間

３　職員の給与の状況

（２）職員給与費の状況

職員数
(A)

15億
5,970万
7千円

411人
2億

8,051万
2千円

6億
4,142万
7千円

24億
8,164万
6千円

603万
8千円

給料

給　　　与　　　費

職員手当 期末勤勉
手当

計(B)

１人当たり
給与費
(B/A)

※職員手当には退職手当を含みません。給与費は当初予算に計上された額です。

（令和2年度普通会計当初予算）

（１）人件費の状況
歳出額(A)

264億
3,960万
1千円

9億
1,495万
6千円

35億
6,455万
1千円

実質収支

13.5％

人件費(B) 人件費率(B/A)

※人件費には特別職に支給される給料・報酬を含みます。

（令和元年度普通会計決算）

（３）職員の平均給料月額等の状況

326,123円 351,768円 42.6歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

352,583円 361,292円 53.6歳
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

（４）職員の初任給の状況 （令和2年４月１日現在）

（令和2年４月１日現在）

（令和2年４月１日現在）

（令和2年４月１日現在）

（令和2年４月１日現在）

区分

182,900円一般
行政職

一般
行政職

技能
労務職

大学卒
決定初任給 決定初任給

鳥栖市

182,200円
高校卒 150,700円 150,600円

国

（６）一般行政職の級別職員数の状況

30人
9.8％ 13.5％ 10.8％

41人 33人

区分 １級 ２級 ３級

標準的な
職務内容 主事主事 主任

構成比
職員数

42.3％

9.2％ 12.1％ 2.3％ 100％

129人

28人 37人 7人 305人

４級

５級 ６級 ７級
計

係長
主査

課長補佐 次長
課長 部長

（５）職員の経験年数別等給料月額の状況

254,100円 一般
行政職

技能
労務職

大学卒

高校卒

大学卒
高校卒

221,500円
226,400円
215,200円

295,800円
275,800円
283,300円
254,100円

344,100円
312,300円
317,100円
297,700円

経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年区分

（７）職員手当の状況

職員全体に占める手当支給職員の割合

支給対象職員１人当たり平均支給年額

手当の種類（手当数）

21.71％

25,829円

15

④特殊勤務手当

（令和2年4月1日現在）

支給総額
職員１人当たり支給年額
支給総額
職員１人当たり支給年額

令和元年度

平成30年度

151,916千円
347千円

123,016千円
396千円

③時間外勤務手当

扶養手当

住居手当

通勤手当

同

異

同

⑤扶養手当、住居手当、通勤手当

（令和元年度）

区分 国の制度との異同

鳥栖市 国支給期

６月期
12月期

計　
職制上の段階、職務の
級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の

級等による加算措置 有

（期末手当）
1.30 月分
1.30 月分
2.60 月分

（勤勉手当）
0.95 月分
0.95 月分
1.90 月分

（期末手当）
1.30 月分
1.30 月分
2.60 月分

（勤勉手当）
0.95   月分
0.95   月分
1.90   月分

①期末勤勉手当

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額
１人当たり
平均支給額
※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。

16,897千円

②退職手当
鳥栖市 国勤続期間

（令和2年4月1日現在）

（令和2年4月1日現在）

－

給料月額 期末手当区分

６月期 1.70月分
12月期 1.70月分

計　3.40月分

（８）特別職の報酬等の状況

給
料 副市長

市長 956,000円

766,000円
教育長 629,000円

報酬月額区分
議長

副議長
議員

493,000円　
441,000円　
413,000円　

報
酬

（自己都合）
19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

（勧奨・定年）
24.586875月分
33.27075月分

47.709月分
47.709月分

（自己都合）
19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

（勧奨・定年）
24.586875月分
33.27075月分

47.709月分
47.709月分

問い合わせ　総務課　☎85-3504

　鳥栖市における人事行政の運営等の状況を公
表します。職員の勤務条件や研修の状況など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。

　鳥栖市における人事行政の運営等の状況を公
表します。職員の勤務条件や研修の状況など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。

市ホームページはこちら→市ホームページはこちら→

職員数
職員数
増減区分

部長級
次長級
課長級
課長補佐級
係長級

計

7
17
28
34
44

319
449

0
2
5
7

15
146
175

8
15
28
34
44

318
447

0
1
5
9

12
148
175

△1
2
0
0
0
1
2

令和元年度

職員数 うち
女性職員数

そ の 他
の 職 員

令和2年度

うち
女性職員数

１週間の正規
勤務時間

１日の正規
勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間

38時間45分 ７時間45分 8時30分 17時15分 12時～13時
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人事行政の運営等の状況
人事行政の運営等の状況

１　職員の任免及び職員数に関する状況

（１）採用者数及び退職者数の状況
　　（令和元年度退職者数及び令和2年4月1日採用者数）

一般行政職
技能労務職

合計

区分
退職者数 採用者数

定年 勧奨 その他 計 大学卒 短大・
高校卒 計

16
0

16

2
0
2

18
0

18

10
1

11

0
0
0

7
0
7

17
1

18

単位：人

（3）地位別職員数の状況 単位：人

（2）年齢別職員構成の状況（令和2年４月１日現在）

（令和2年度は４月１日現在）

職員数

区分

0 18 39 66 37 25

20歳
未満

20歳～
23歳

24歳～
27歳

28歳～
31歳

32歳～
35歳

36歳～
39歳

単位：人

60 58 62 49 30 5 449

40歳～
43歳

44歳～
47歳

48歳～
51歳

52歳～
55歳

56歳～
59歳

60歳
以上 合計

２　職員の勤務時間その他勤務条件の状況

●一般の職員

平均取得日数(b)/(c) 消化率(b)/(a)

9.6日 24.9％

（平成31年４月1日～令和2年３月31日）

349人 61,152時間 175時間

対象職員数 時間外勤務等
時間数

平均時間外
勤務時間数

（１）勤務時間

（２）年次有給休暇の取得状況

（３）時間外勤務等の状況

総付与日数(a) 総取得日数(b) 全対象職員数(c)

　14,686日 3,651.9日 379人

（平成31年1月1日～令和元年12月31日）

※全対象職員数とは平成31年１月１日から令和元年12月31日の全期間
に在職した職員に限り、この期間の中途に採用された職員、退職した職員、
また、この期間中に育児休業、休職の事由がある職員、派遣職員を除く。

●保育所の職員

１週間の正規
勤務時間

１日の正規
勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間

38時間45分 ７時間45分

7時00分 15時45分
８時00分 16時45分
8時30分 17時15分
９時00分 17時45分
９時15分 18時00分
10時15分 19時00分

勤務時間
の中途に
１時間

３　職員の給与の状況

（２）職員給与費の状況

職員数
(A)

15億
5,970万
7千円

411人
2億

8,051万
2千円

6億
4,142万
7千円

24億
8,164万
6千円

603万
8千円

給料

給　　　与　　　費

職員手当 期末勤勉
手当

計(B)

１人当たり
給与費
(B/A)

※職員手当には退職手当を含みません。給与費は当初予算に計上された額です。

（令和2年度普通会計当初予算）

（１）人件費の状況
歳出額(A)

264億
3,960万
1千円

9億
1,495万
6千円

35億
6,455万
1千円

実質収支

13.5％

人件費(B) 人件費率(B/A)

※人件費には特別職に支給される給料・報酬を含みます。

（令和元年度普通会計決算）

（３）職員の平均給料月額等の状況

326,123円 351,768円 42.6歳

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

352,583円 361,292円 53.6歳
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

（４）職員の初任給の状況 （令和2年４月１日現在）

（令和2年４月１日現在）

（令和2年４月１日現在）

（令和2年４月１日現在）

（令和2年４月１日現在）

区分

182,900円一般
行政職

一般
行政職

技能
労務職

大学卒
決定初任給 決定初任給

鳥栖市

182,200円
高校卒 150,700円 150,600円

国

（６）一般行政職の級別職員数の状況

30人
9.8％ 13.5％ 10.8％

41人 33人

区分 １級 ２級 ３級

標準的な
職務内容 主事主事 主任

構成比
職員数

42.3％

9.2％ 12.1％ 2.3％ 100％

129人

28人 37人 7人 305人

４級

５級 ６級 ７級
計

係長
主査

課長補佐 次長
課長 部長

（５）職員の経験年数別等給料月額の状況

254,100円 一般
行政職

技能
労務職

大学卒

高校卒

大学卒
高校卒

221,500円
226,400円
215,200円

295,800円
275,800円
283,300円
254,100円

344,100円
312,300円
317,100円
297,700円

経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年区分

（７）職員手当の状況

職員全体に占める手当支給職員の割合

支給対象職員１人当たり平均支給年額

手当の種類（手当数）

21.71％

25,829円

15

④特殊勤務手当

（令和2年4月1日現在）

支給総額
職員１人当たり支給年額
支給総額
職員１人当たり支給年額

令和元年度

平成30年度

151,916千円
347千円

123,016千円
396千円

③時間外勤務手当

扶養手当

住居手当

通勤手当

同

異

同

⑤扶養手当、住居手当、通勤手当

（令和元年度）

区分 国の制度との異同

鳥栖市 国支給期

６月期
12月期

計　
職制上の段階、職務の
級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の

級等による加算措置 有

（期末手当）
1.30 月分
1.30 月分
2.60 月分

（勤勉手当）
0.95 月分
0.95 月分
1.90 月分

（期末手当）
1.30 月分
1.30 月分
2.60 月分

（勤勉手当）
0.95   月分
0.95   月分
1.90   月分

①期末勤勉手当

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額
１人当たり
平均支給額
※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。

16,897千円

②退職手当
鳥栖市 国勤続期間

（令和2年4月1日現在）

（令和2年4月1日現在）

－

給料月額 期末手当区分

６月期 1.70月分
12月期 1.70月分

計　3.40月分

（８）特別職の報酬等の状況

給
料 副市長

市長 956,000円

766,000円
教育長 629,000円

報酬月額区分
議長

副議長
議員

493,000円　
441,000円　
413,000円　

報
酬

（自己都合）
19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

（勧奨・定年）
24.586875月分
33.27075月分

47.709月分
47.709月分

（自己都合）
19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

（勧奨・定年）
24.586875月分
33.27075月分

47.709月分
47.709月分

問い合わせ　総務課　☎85-3504

　鳥栖市における人事行政の運営等の状況を公
表します。職員の勤務条件や研修の状況など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。

　鳥栖市における人事行政の運営等の状況を公
表します。職員の勤務条件や研修の状況など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。

市ホームページはこちら→市ホームページはこちら→

職員数
職員数
増減区分

部長級
次長級
課長級
課長補佐級
係長級

計

7
17
28
34
44

319
449

0
2
5
7

15
146
175

8
15
28
34
44

318
447

0
1
5
9

12
148
175

△1
2
0
0
0
1
2

令和元年度

職員数 うち
女性職員数

そ の 他
の 職 員

令和2年度

うち
女性職員数

１週間の正規
勤務時間

１日の正規
勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間

38時間45分 ７時間45分 8時30分 17時15分 12時～13時



問い合わせ　市民協働推進課　☎85-3576

　各まち協は例年、地区内の皆さんが日頃から取り組
んでいる創作活動や文化活動の披露の場として、地区
文化祭を開催しており、今年も麓地区で文化祭（作品
展示）の開催を予定しています。また、弥生が丘地区
では、初めて地区まち協のホームページ上で文化祭が
開催されました。ダンスや演奏などの動画や、未就学
児、小・中学生の作品、各種サークルの作品の写真な
どが掲載されました。
　今年は新型コロナウイルスの影響により、例年通りの
活動が難しい状況ですが、それぞれの地区で工夫を凝ら
した新しい形での活動が行われています。
　人と人が関わる温かさや、地域のつながりの大切さ
が改めて感じられる今だからこそ、お住まいの地域に
心を向けてみませんか。

地区文化祭のお知らせ

地区名

麓地区

連絡先

☎82-2080 2月6日（土）・7日（日）
※両日とも作品展示のみ

日程

●弥生が丘地区は、地区まち協ホームページ上で11
　月21日(土)から12月31日(木)まで開催しました。

●鳥栖、鳥栖北、田代、若葉、基里、旭地区の文化祭は
　中止となりました

地域の活動や情報が満載!!

まちづくり通信
市ホームページにも掲載しています。
（https://www.city.tosu.lg.jp/4522.htm）

市ホームページ

鳥栖市　まちづくり通信 検索

　鳥栖地区まち協では「地
域資源を活用し学び、伝え
るまち」をテーマの１つと
しており、今年度はその実
現のため、路地裏などに鎮
座している恵比寿さんめぐり「恵比寿’ｓスタンプ
ラリー」を実施しました。当日は３密を避けるよ
うに工夫をしながら行い、恵比寿さんを発見した
参加者からは「こんなとこにあるなんて知らん
かった~」などの声があがり、楽しんでいただけた
ようです。今後も地域の良いところを再発見でき
るような取り組みを行っていきます。

鳥栖地区 会長　蓮本 博記
（鳥栖地区区長会長）

　地元学推進事業の一環と
して、田代小・中学校の生徒
が田代の歴史を学ぶ学習の
支援を行っています。今年
度は、長崎街道や対馬藩田代領などの田代の歴史
や雑学を、小・中学生の子ども向けに分かりやす
くまとめた「田代雑学ものしり帖Ver.3～田代小・
中学生学習支援用～」の発行に向けて取り組んで
います。来年度からは新しいものしり帖を活用
し、子どもたちが楽しみながら、さらに自分たち
の住む地域の魅力を感じてもらえるよう取り組
みを進めています。

田代地区 会長　大石　光信
（田代地区区長会長）

　色鮮やかな花の寄
せ植えに、お礼のメッ
セージカードを添え
て「子ども110番の
家」と「交通安全指導
員」「町区見守り隊」に
配布する「新・花いっぱい運動」を実施しました。今
年度は初めて鳥栖北地区まち協・鳥栖北小学校・鳥
栖北小学校PTAの三者共催での事業が行われ、団
体間の連携の強化が図られました。今後も子ども
たちが安心して登下校ができるような、安全なま
ちづくりに取り組んでいきます。

鳥栖北地区 会長　鈴木 正美
（鳥栖北地区区長会長）

　弥生が丘地区まち協では
「マイホームタウン弥生が丘
～子どもたちが故郷と呼べる
まち～」を将来像として地域
一丸となったまちづくりを進めています。11月21
日には、ほんごう大池を憩いの場にするプロジェク
トとして、小・中学生対象のスケッチ大会や、池周辺
のウォーキングコースの設定、エコ（ゴミ拾い）活動
を行いました。また、第6回地区文化祭を弥生が丘
地区まち協のホームページ上で行うなど、コロナ禍
の中、工夫をしながら、地域の絆を深める活動に取
り組んでいます。

弥生が丘地区 会長　山下 繭美
（弥生が丘地区まちづくり推進協議会長）

　麓地区では10月11日
に「麓地区ウォークラ
リー」を開催しました。当
日は天候にも恵まれ心地
良い秋風の中、約180人

の参加者で葛籠城（勝尾城筑紫氏遺跡）を目指し
ました。葛籠城では「ふるさと元気塾」のより説明
を受けながら空堀や城跡を見学しました。3密対
策をとりながら行い、参加者は「学び」と「運動」が
できる有意義な時間を過ごせました。今後も、コ
ロナ禍でも安全に行える取り組みを推進してい
きます。

麓地区 会長　中原　秀滿
（麓地区区長会長）

　もの作りを通じて多世代
交流、声かけしやすい地域の
環境づくりを推進していこ
うと、今年度は、基里地区青
少年育成会と共催で毎年開
催している「ミニ門松作り」に加え、新たに「竹あか
り作り」を開催しました。地域の大人10人が先生
役となり、参加した小学生の親子20組が、お正月
に向けて飾るミニ門松と竹あかりを一緒に作りま
した。今回は新型コロナウイルス感染対策のため、
屋外での開催にするなどして、コロナ禍でも人と
人との交流を深められる機会になりました。

基里地区 会長　山口 重昭
（基里地区区長会長） 　　に合ったまちづくり 　  たちが好きなまち

～まちづくり推進協議会（まち協）の取り組み～
　　に合ったまちづくり 　  たちが好きなまち
～まちづくり推進協議会（まち協）の取り組み～

地域地域 私私

　毎年、朝日山方面と沼川
方面で、クリーンアップ作
戦として清掃活動を実施
し、マナーの向上や啓発を
図っています。旭地区は、集
落部分と広い農用地部分に分かれており、清掃区域
の選定が難しいという課題があります。また、クリー
ンアップ作戦当日は、地元農家の「野菜の朝市」を開催
しており、住民との交流が行われています。今年はコ
ロナ禍で、開催が危ぶまれましたが、受付での密を避
け、消毒を徹底し、地区の皆さまのご協力で、無事に開
催できました。今後も継続したいと考えています。

旭地区 会長　酒井 晴夫
（旭地区区長会長）

　各地区のまちづくり推進協議会（まち協）では、安全・
安心や地域交流、健康福祉などの部会を設置し、さまざ
まな分野で活動を行っています。自分たちの住む地域
を、より良いまちにするために、地区の皆さんで話し合
いを重ね、地区の特色や資源を生かした魅力的な行事
や取り組みが行われています。
　今回は、それぞれの地区の活動の一部を紹介します。

　若葉のまちにもっと
愛着を持ってもらうよ
う「若葉のまちをもっと
きれいに・安全に」を
テーマに、若葉小4年生
から6年生を対象に募集
したポスターで看板を製作し、若葉小学校前と若葉
地区町内に設置しました。
　地域の子どもの作品を、地域の大人の手で、交流
を図りながら、地域の安全に貢献できるような取り
組みを推進しています。

若葉地区 会長　松本 廣三
（若葉地区区長会長）

つづらじょう かつのおじょうちくしし
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問い合わせ　市民協働推進課　☎85-3576

　各まち協は例年、地区内の皆さんが日頃から取り組
んでいる創作活動や文化活動の披露の場として、地区
文化祭を開催しており、今年も麓地区で文化祭（作品
展示）の開催を予定しています。また、弥生が丘地区
では、初めて地区まち協のホームページ上で文化祭が
開催されました。ダンスや演奏などの動画や、未就学
児、小・中学生の作品、各種サークルの作品の写真な
どが掲載されました。
　今年は新型コロナウイルスの影響により、例年通りの
活動が難しい状況ですが、それぞれの地区で工夫を凝ら
した新しい形での活動が行われています。
　人と人が関わる温かさや、地域のつながりの大切さ
が改めて感じられる今だからこそ、お住まいの地域に
心を向けてみませんか。

地区文化祭のお知らせ

地区名

麓地区

連絡先

☎82-2080 2月6日（土）・7日（日）
※両日とも作品展示のみ

日程

●弥生が丘地区は、地区まち協ホームページ上で11
　月21日(土)から12月31日(木)まで開催しました。

●鳥栖、鳥栖北、田代、若葉、基里、旭地区の文化祭は
　中止となりました

地域の活動や情報が満載!!

まちづくり通信
市ホームページにも掲載しています。
（https://www.city.tosu.lg.jp/4522.htm）

市ホームページ

鳥栖市　まちづくり通信 検索

　鳥栖地区まち協では「地
域資源を活用し学び、伝え
るまち」をテーマの１つと
しており、今年度はその実
現のため、路地裏などに鎮
座している恵比寿さんめぐり「恵比寿’ｓスタンプ
ラリー」を実施しました。当日は３密を避けるよ
うに工夫をしながら行い、恵比寿さんを発見した
参加者からは「こんなとこにあるなんて知らん
かった~」などの声があがり、楽しんでいただけた
ようです。今後も地域の良いところを再発見でき
るような取り組みを行っていきます。

鳥栖地区 会長　蓮本 博記
（鳥栖地区区長会長）

　地元学推進事業の一環と
して、田代小・中学校の生徒
が田代の歴史を学ぶ学習の
支援を行っています。今年
度は、長崎街道や対馬藩田代領などの田代の歴史
や雑学を、小・中学生の子ども向けに分かりやす
くまとめた「田代雑学ものしり帖Ver.3～田代小・
中学生学習支援用～」の発行に向けて取り組んで
います。来年度からは新しいものしり帖を活用
し、子どもたちが楽しみながら、さらに自分たち
の住む地域の魅力を感じてもらえるよう取り組
みを進めています。

田代地区 会長　大石　光信
（田代地区区長会長）

　色鮮やかな花の寄
せ植えに、お礼のメッ
セージカードを添え
て「子ども110番の
家」と「交通安全指導
員」「町区見守り隊」に
配布する「新・花いっぱい運動」を実施しました。今
年度は初めて鳥栖北地区まち協・鳥栖北小学校・鳥
栖北小学校PTAの三者共催での事業が行われ、団
体間の連携の強化が図られました。今後も子ども
たちが安心して登下校ができるような、安全なま
ちづくりに取り組んでいきます。

鳥栖北地区 会長　鈴木 正美
（鳥栖北地区区長会長）

　弥生が丘地区まち協では
「マイホームタウン弥生が丘
～子どもたちが故郷と呼べる
まち～」を将来像として地域
一丸となったまちづくりを進めています。11月21
日には、ほんごう大池を憩いの場にするプロジェク
トとして、小・中学生対象のスケッチ大会や、池周辺
のウォーキングコースの設定、エコ（ゴミ拾い）活動
を行いました。また、第6回地区文化祭を弥生が丘
地区まち協のホームページ上で行うなど、コロナ禍
の中、工夫をしながら、地域の絆を深める活動に取
り組んでいます。

弥生が丘地区 会長　山下 繭美
（弥生が丘地区まちづくり推進協議会長）

　麓地区では10月11日
に「麓地区ウォークラ
リー」を開催しました。当
日は天候にも恵まれ心地
良い秋風の中、約180人

の参加者で葛籠城（勝尾城筑紫氏遺跡）を目指し
ました。葛籠城では「ふるさと元気塾」のより説明
を受けながら空堀や城跡を見学しました。3密対
策をとりながら行い、参加者は「学び」と「運動」が
できる有意義な時間を過ごせました。今後も、コ
ロナ禍でも安全に行える取り組みを推進してい
きます。

麓地区 会長　中原　秀滿
（麓地区区長会長）

　もの作りを通じて多世代
交流、声かけしやすい地域の
環境づくりを推進していこ
うと、今年度は、基里地区青
少年育成会と共催で毎年開
催している「ミニ門松作り」に加え、新たに「竹あか
り作り」を開催しました。地域の大人10人が先生
役となり、参加した小学生の親子20組が、お正月
に向けて飾るミニ門松と竹あかりを一緒に作りま
した。今回は新型コロナウイルス感染対策のため、
屋外での開催にするなどして、コロナ禍でも人と
人との交流を深められる機会になりました。

基里地区 会長　山口 重昭
（基里地区区長会長） 　　に合ったまちづくり 　  たちが好きなまち

～まちづくり推進協議会（まち協）の取り組み～
　　に合ったまちづくり 　  たちが好きなまち
～まちづくり推進協議会（まち協）の取り組み～

地域地域 私私

　毎年、朝日山方面と沼川
方面で、クリーンアップ作
戦として清掃活動を実施
し、マナーの向上や啓発を
図っています。旭地区は、集
落部分と広い農用地部分に分かれており、清掃区域
の選定が難しいという課題があります。また、クリー
ンアップ作戦当日は、地元農家の「野菜の朝市」を開催
しており、住民との交流が行われています。今年はコ
ロナ禍で、開催が危ぶまれましたが、受付での密を避
け、消毒を徹底し、地区の皆さまのご協力で、無事に開
催できました。今後も継続したいと考えています。

旭地区 会長　酒井 晴夫
（旭地区区長会長）

　各地区のまちづくり推進協議会（まち協）では、安全・
安心や地域交流、健康福祉などの部会を設置し、さまざ
まな分野で活動を行っています。自分たちの住む地域
を、より良いまちにするために、地区の皆さんで話し合
いを重ね、地区の特色や資源を生かした魅力的な行事
や取り組みが行われています。
　今回は、それぞれの地区の活動の一部を紹介します。

　若葉のまちにもっと
愛着を持ってもらうよ
う「若葉のまちをもっと
きれいに・安全に」を
テーマに、若葉小4年生
から6年生を対象に募集
したポスターで看板を製作し、若葉小学校前と若葉
地区町内に設置しました。
　地域の子どもの作品を、地域の大人の手で、交流
を図りながら、地域の安全に貢献できるような取り
組みを推進しています。

若葉地区 会長　松本 廣三
（若葉地区区長会長）

つづらじょう かつのおじょうちくしし
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7月26日（日）　セレッソ大阪戦　　 △１－1

J1初ゴールを決めた石井快征選手J1初ゴールを決めた石井快征選手

ガッツ

サガン 鳥栖

V1リーグ・久光スプリングス
2020年内最後のリーグ戦を勝利で締める!!

J1リーグ・サガン鳥栖　2020シーズン終了
王者に唯一負けなし ＆ 意地の引き分け!!

vs JTマーヴェラス

vs 埼玉上尾メディックス

●0ー3

〇3ー1

5日（土）

6日（日）

2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN

久光スプリングスホームゲーム
　12月5日（土）・6日（日）に、久光スプリングスのV1
リーグ2020年内最後のリーグ戦がホーム・SAGAサン
ライズパーク総合体育館で行われました。
　5日のJTマーヴェラス戦は、序盤から強気のサーブで
攻めの姿勢を見せ、戸江真奈選手のレシーブなどで各
セット粘りますが、0対3で敗戦。
　6日の埼玉上尾メディックス戦は、岩坂名奈選手の
サーブやブロックが光り、3対1で快勝! 2020年内最後
のリーグ戦を勝利で終えました。

会場：SAGAサンライズパーク総合体育館（佐賀市）

12月の試合結果

vs 川崎フロンターレ

vs 大分トリニータ

▲1ー1

▲2ー2

12日（土）

19日（土）

明治安田生命　J1 LEAGUE

サガン鳥栖ホームゲーム
　12月12日（土）・19日（土）にサガン鳥栖のホームゲームが
行われました。
　12日の川崎フロンターレ戦は、相手に先制を許すも、後半
41分にレンゾ・ロペス選手が同点ゴール! 今季の王者と互角
に戦い、リーグで唯一川崎に不敗のチームとなりました。
　19日の大分トリニータ戦は、2度リードを許す苦しい展開
ながら、小屋松知哉選手、林大地選手のゴールで同点に追い
つき、2020シーズンを13位でフィニッシュ。試合後には引退
セレモニーも行われ、選手たちへ温かい拍手が送られました。

会場：駅前不動産スタジアム

12月の試合結果

コート外に飛び込みレシーブをする戸江真奈選手 スパイクを打ち込む岩坂名奈選手 得点し喜ぶ選手たち

（左から）ゴールを決めたレンゾ・ロペス選手（川崎戦）、小屋松知哉選手（大分戦）、林大地選手（大分戦） （左から）引退する岩下敬輔選手、小林祐三選手
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　剪定枝や草などは、可燃ごみとして出
すか、みやき町のリサイクルプラザへ直
接搬入するようにしてください。剪定枝
をリサイクルプラザに持ち込む場合は、
以下の長さに切って搬入してください。

●直径7㎝未満のとき…長さ１ｍ以下
●直径７㎝以上４０㎝未満のとき…長さ５０㎝以下

　近隣に住む人に迷惑をかけないためにも、皆さんのご
協力をお願いします。

せんてい

とっとちゃんの 【vol.41】 問い合わせ
環境対策課　☎85-3561環境かわら版

　「近所で草木を燃やしていて煙たい」「臭いが洗濯物に
付く」などの苦情が市に寄せられています。野焼きは「廃
棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」で一部
の例外を除き禁止されています。農業・林業・漁業を営む
ためにやむを得ない場合や、河川の草刈、風俗慣習の行
事など一部に限り認められているものもありますが、あく
までも煙や臭いなど近隣の迷惑にならないことが前提で
すので、十分注意を払って作業をするようお願いします。

野焼きは禁止されています

　新型コロナウイルス感染症の影響による子育ての負担や収入の減少を支援するため、ひとり親世帯へ
臨時特別給付金を支給しています。給付金には「基本給付」と「追加給付」があり、「基本給付」は再支給をし
ています。申請手続きがお済みでない人は、お急ぎください。申請方法や必要書類など詳しくは、市ホーム
ページ（https://www.city.tosu.lg.jp/6716.htm）をご覧ください。

【締切間近】 ひとり親世帯臨時特別給付金

■基本給付

■追加給付

市ホームページ

　特別定額給付金の対象とならなかった子どもがいる子育て世帯を支援するために、給付金を支給しています。

新生児臨時特別給付金

※基本給付の対象者は「基本給付（再支給分）」も受給できます（支給額は基本給付と同じ）

　　　月　　　  日（金）まで262

①公的年金などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない人
　※平成30年分の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限る

②所得超過などにより、児童扶養手当の支給対象でなかった人で、新型コロナウイルス感染症の影
　響により、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人

対象者

令和２年4月28日から令和3年3月31日までに生まれ、出生（届）または転入（届）により、令和3年
3月31日までに鳥栖市の住民基本台帳に記録された子ども

給付対象児

給付の申請日に給付対象児と同一世帯に住民基本台帳に記録されている母または父で、申請後
も引き続き鳥栖市に在住する見込みのある人

受給対象者

給付対象児1人につき5万円給付額

1世帯5万円（第2子以降、1人につき3万円）

1世帯5万円

給付額

令和2年6月分の児童扶養手当を受けている人と基本給付の対象者①に該当する人のうち、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人

対象者

給付額

申請期限

　　　月　　　  日（金）まで304申請期限

新型コロナウイルス感染症関連　子育て世帯への支援
問い合わせ　こども育成課　☎85-3552
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まちセン パソコン教室 受講生募集（2月～3月分） 問い合わせ
市民協働推進課（☎85-3576）

　各まちづくり推進センター（まちセン）は、パソコン・スマートフォン教室の受講者を募集します。居住地区にか
かわらず、どのまちセンでも受講できます。各講座ともシリーズになっていますので、連続して受講してください。
受講には事前申し込み（先着順）が必要です。各まちセンへ直接申し込んでください。

　各まちづくり推進センター（まちセン）は、パソコン・スマートフォン教室の受講者を募集します。居住地区にか
かわらず、どのまちセンでも受講できます。各講座ともシリーズになっていますので、連続して受講してください。
受講には事前申し込み（先着順）が必要です。各まちセンへ直接申し込んでください。

はじめてのパソコン講座 ところ：基里まちセン（☎82-3324）　定員：10人　テキスト代：1,000円

とき：2月17日（水）・18日（木）・19日（金）、いずれも13時～16時 ※パソコンのスイッチの入れ方から学びます

とき：2月9日（火）・16日（火）、いずれも13時～16時 ※すでに始まっている講座ですが、欠員のため追加募集

※LINEなどアプリの使い方を学びます

Excel講座（全4回） ところ：弥生が丘まちセン（☎55-8633）　定員：10人　テキスト代：1,000円

とき：2月22日（月）・25日（木）、3月2日（火）・8日（月）、いずれも13時～15時

スマートフォン講座（全4回） ところ：田代まちセン（☎82-2704）　定員：10人　テキスト代：1,000円

■市民活動団体の事業報告書・会計相談会開催
●対象　助成金や補助金などを採択された団体、年
　　　　度末の会計がわからない人など
●とき　２月15日（月）～３月15日（月）、10時～19時
●ところ　とす市民活動センター（毎週水曜日休館）

●内容　センター事務局などが相談に応じます（１団体30分程度）

●申し込み　相談希望日の1週間前までに
　　　　　　とす市民活動センター（☎81-１８１５）へ

■市民活動団体紹介「ビッグベア」
　ジャンルや楽器の編成に関係なく奏者・聴衆が音楽を楽しむことができる音楽団
体をつくるために結成。活動内容は定期練習、自主公演、依頼による訪問演奏。詳し
くはビックベアホームページ（https://bigbear1999.amebaownd.com）へ。

■市民活動支援補助事業 ビッグベア 団員募集
●対象　18歳以上で管楽器・弦バス・打楽器を自
己所有している人（見学もできます※要予約）
●活動日時　毎週金曜日、20時～２２時
●活動場所　市民文化会館など市内外の公共施設
　　　　　　※詳しくは問い合わせてください
●会費　月額1,000円
●問い合わせ　ビックベア（☎080-5242-3618）

民
活活

動
情情

報
ク
ロ

バ

市

問い合わせ　市花とみどりの推進協議会事務局
　　　　　　（都市計画課内） ☎85-3603

①盆栽の小鉢植え、培養土作り【講義】 １日（月）９時30分～
11時、鳥栖まちづくり推進センター分館※要予約（定員10人）

②アンティークプリムラの寄せ植え【作業】 16日（火）９時30
分～11時30分、弥生が丘まちづくり推進センター※要予約

（定員５人）、費用２,０００円

③新品種とオススメのバラ紹介【講義】 17日（水）９時30分～
11時、若葉まちづくり推進センター※要予約（定員12人）

●その他　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　　　　　その他の教室は中止します
●申し込み　１月25日（月）から２月８日（月）までに市花
とみどりの推進協議会事務局（都市計画課内）へ

2月園芸教室
問い合わせ　高齢障害福祉課　☎85-3554

●対象　65歳以上の市内居住者
●とき　３月３日から24日までの毎週水曜日、14時～16時
●ところ　田代まちづくり推進センター
●内容　ロコモティブシンドロームを予防するための健
康講話やストレッチ、筋力トレーニングなどの運動指導
●定員　30人（先着順）
●その他　修了証あり。飲み物、タオル、室内運動靴を持
参し、運動ができる服装でお越しください。マスクの着用
と自宅での検温をお願いします
●申し込み　2月1日（月）9時から24日（水）17時までに
　　　　　　高齢障害福祉課へ

ロコモーショントレーニング教室

同団体
ホームページ
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医療法人社団
如水会

今村病院

職 員 募 集

理事長    今村　一郎

救急24時間受付可募集人数 若干名

正社員
保育士

広告

181,000円
　～211,000円

内　容▶企業主導型保育施設「ひよ子保育園とどろき」での保育業務
資　格▶保育士
勤　務▶7：00～20：00の間のシフト制（実働7.5時間）
休　日▶毎月9.5日休日（2月は8日）

指定ごみ袋に掲載する
広告を募集
問い合わせ　環境対策課　☎85-3561

　市は、令和3年度に作製する指定ごみ袋「もやせるご
み用袋（大）」とその帯封（年間販売数約250万枚）に掲
載する広告を募集します。会社の宣伝・広告やイメージ
の向上などに活用しませんか。

●申し込み　2月1日（月）から26日（金）までに申込書
に原稿を添えて環境対策課へ。申込書は同課
で配布するほか、市ホームページ（https://
www.city.tosu.lg.jp/2162.htm）で取得
できます

■もやせるごみ用袋（大）
サイズ　縦60㎜×横360㎜
掲載料　1枠20万円
掲載数　4枠
※広告の配色は既定の1色

鳥栖市指定ごみ袋
もやせるごみ用（大）
650㎜×800㎜ 10枚巻

①

②

■もやせるごみ用袋（大）帯封
サイズ　①縦30㎜×横90㎜
　　　　②縦100㎜×横60㎜
掲載料　20万円
掲載数　1枠（2カ所1組）
※広告の配色はカラー対応

令和3年度作製分指定ごみ袋

問い合わせ　財政課　☎85-3516

　市有地を一般競争入札で売却します。一般競争入札と
は、市があらかじめ定めた予定金額以上で、最も高い価格
で入札した人に売却する方法です。 　市は、市民課窓口と税務課窓口、確定申告会場の混雑

状況が市ホームページ（https://www.city.tosu.lg.jp/
6892.htm）からリアルタイムで確認できる「混雑ラン
プ」を1月5日（火）から導入しました。混雑ランプは、窓口
の混雑状況を「空いている（待ち時間が概ね20分以内）」
「やや混雑（待ち時間が概ね20～40分）」「混雑（待ち時
間が概ね40分以上）」の3段階で表示。来庁前に混雑状
況を確認することで、待ち時間の短縮や新型コロナウイ
ルス感染症対策にもご利用いただけます。

●物件所在地　右図のとおり
●面積、現況地目　604㎡、雑種地
●予定価格　973万7,000円
●入札参加申請書の受付期間
　1月18日（月）～2月19日（金）
●受付場所　財政課
●その他　入札参加申請書は、市ホームページ（https://
www.city.tosu.lg.jp/2404.htm）で取得でき
ます。入札保証金として、予定価格の５％以上の金
額を3月9日（火）までに納入してください

市有地を売却します

問い合わせ　総務課　☎85-3506

市役所窓口の混雑状況は
市ホームページで確認を

県
道
川
久
保
線

ＪＲ長崎本線

Ｎ

市ホームページ

市ホームページ 市ホームページ

31
乗目

平田駐在所

JR肥前麓駅

平田町字平田原
1100番３

物件

空いています 混雑やや混雑

やったね

■問い合わせ　環境対策課（☎85-3561）
前年同月比

前年同月比

令和2年11月分17.5kg（前年同月比＋0.4kg） 令和2年11月分102トン（前年同月比+14トン）
１人当たりごみ排出量（月間）

今月は…

とっとちゃんの

ごみ減量速報 !!

今月は…

にっこり

にっこり

2

エコライフのススメ
とっとちゃんの

がっがり

＋6㌧

資源物の回収量（月間）※皆さんの協力で集まった資源物

※家庭から出た可燃・不燃・粗大ごみ ※皆さんの協力で集まった資源物

資源物の集収量（月間） とっとちゃんの一言

がんばろう

がんばろう

がんばろう

がんばろう

お

　市の電気自動車「ビートス号」　市の電気自動車「ビートス号」

このマークが
目印だよ !!

ごみ減量報告
とっとちゃんの

照明器具掃除のススメ
照明のかさやカバーが汚れると、明るさが落ちてしまうよ。こまめに掃除をして、たくさんの電気を
点けなくてすむようにしよう！また、日中はできるだけ外の光を取り入れるようにがんばろう！

※前号のごみ排出量の前年同月比に誤りがありました。正しくは‐0.3㎏です。おわびして訂正します。


